
 

 

 

 

 

  
日 曜 ４ 月 行 事 予 定 

1 水  

2 木  

3 金  

4 土  

5 日 京都府知事選挙 

6 月  

7 火  

8 水  

9 木 春季休業終了 上京中学校入学式 

10 金 着任式・始業式・入学式 

11 土  

12 日  

13 月  

14 火 ◎身体計測６年 

15 水 
給食開始 ぱくぱくデー１年４校時授業  

◎身体計測５年 学校安全日 

16 木 ◎身体計測４年 １年生４校時授業終了 

17 金 ◎身体計測３年 １年生集団下校最終日（次週は見守り） 

18 土  

19 日  

20 月 ◎身体計測２年 委員会活動 

21 火 ◎身体計測１年 １年防犯ブザー教室  

22 水 
授業参観５校時・その後学級懇談会  

６年修学旅行説明会⇒動画配信で実施 

23 木 
６年全国学力学習状況調査（国・算） 

◎身体計測おひさま 視力・聴力  

24 金 
全市スキルアップデー ５校時授業 14:15完全下校 

◎視力検査６年 

25 土  

26 日  

27 月 ６年学力学習状況調査（質問紙） ◎視力検査５年 

28 火 
個人懇談会（希望制）①１～３年４校時、４～６年５校時授

業 ◎視力検査４年 

29 水 昭和の日 

30 木 
個人懇談会（希望制）②１～３年４校時、４～６年５校時授

業 ◎視力検査３年 

令和８年度                                             令和 8 年 ４月 １０日 

                                                                    京都市立新町小学校長 岸本 直樹 

                                                                        T E L：0 7 5 - 4 3 2 - 4 1 9 0 

                                                                 E-mail：shinmachi-s@edu.city.kyoto.jp 

                                                   

  

学校教育の理念 
 「自立 共生 創造」 

新町だより ４月号 

春爛漫の４月、新しい年度が始まりました。今年度は、

新町小学校創立３０周年という、記念すべき節目の年度

となります。新町小学校は、小川・中立・滋野の３学区が

統合されて誕生した学校です。保護者の方々のお話を伺

う中で、新町小学校の卒業生であるとおっしゃる方も多く

おられ、学校が地域に深く根付いていることを改めて実感

しております。 

  この節目の年にあたり、創立当初に新しい学校に託さ

れた思いを改めて振り返るとともに、学校と地域が一体と

なり、子どもたちをはじめ、この町に暮らすすべての人々が

「幸せ」を実感できるコミュニティづくりの一助となれれば

と考えております。 

  現在、京都市並びに京都市教育委員会では、「京都学

藝衆構想」のもと、気軽につどい、つながり、交ざり合い、

学び合うことのできる魅力的な場や機会づくりを進めて

います。学校運営協議会（コミュニティ・スクール）におい

ては、学校と地域との協働活動を通して、子どもたちに地

域への愛着や地域の一員としての役割、人との絆の大切

さを伝え、将来の地域の担い手の育成を図るとともに、地

域の活性化につながる様々な取組を進めています。 

  新町小学校は、こうした取組の先頭に立ち、京都市上

京区の歴史と伝統が深く根差した地域特性を生かした

学びと、これからの時代を見据えた新しい教育に取り組

んでまいります。 

  地域の皆様、保護者の皆様におかれましては、今後と

もご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げ

ます。  

 

 本校では不審者の侵入防止のため、学校の安全管理につい

て次のような措置を取っています。ご理解とご協力をお願いい

たします。 

※学校の正面玄関は、児童の登校後の午前８時３０分から下

校する時刻（午後２時半ごろ）まで施錠いたします。また、本

校の登校時刻は午前８時から８時２０分までの間となってお

ります。お子さんの安全を確保するという面からも、時間を

守って登校してください。 

※体調不良やご家庭の事情で早退される場合につきまして

も、必ず保護者の方のお迎えをお願いいたします。 

※地域や保護者の皆様で学校にご用のある方は、中立売通

沿いにある玄関のインターホンにて職員室にご用件をお話

しいただきますようお願いいたします。尚、ご来校の際には、

名札を着用してください。自転車などでのご来校もお控えい

ただくようご協力をお願いいたします。 

mailto:shinmachi-s@edu.city.kyoto.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
多目的室 理科室 図工室 音楽室 ４階 

６－１ ６－２ ６－３ FR ４－１ ４－２ FR ５－１ ５－２ ３階 

2-1 ２－2 ２－3 渡り廊下 ３－1 ３－２ FR ２階 

給食室 ランチルーム 玄  関 管理用務室 １－１ １－２ FR １階 

今年度、５月から原則として毎月１０日に給食費・預かり金・ＰＴＡ会費・積立金等の振替をさせていただきます。 

５月は、４月・５月の２か月分の集金をさせていただきます。詳細は、後日連絡させていただきます。 

ＰＴＡ会費は、１年分を２回に分けて振替をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

★印の教職員が、今年度新たに 

本校に着任しました。 

西側 東側 

※おひさま学級は２階・会議室横・FRはフリールーム 

以下の内容についてご理解・ご協力をお願いいたします。 

京都市教育委員会、京都府教育委員会と京都府警察本部は、少年非行や犯罪被害の厳しい状況を踏まえ、

平成１９年３月に、児童生徒を対象とした「児童生徒の健全育成に関する学校警察連絡制度」（以下、「連絡制

度」という。）に関する協定を締結いたしました。 

また、連絡制度に基づき、学校と警察の実効性のある連携を行うために、京都市教育委員会・京都府教育委員

会・京都府警察本部の協同で連絡制度についてのガイドラインを作成し、学校と警察の連携の充実強化を進め

ておりますので、改めてこの制度の趣旨についてご理解の上、学校にご協力をいただきますよう、よろしくお願いい

たします。 

【内容】 

学校と警察が、非行防止及び犯罪被害防止や安全確保のため、情報の共有が必要と認められる場合、相互に

情報連絡を行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１学期授業期間】 

○夏季休業 

【２学期授業期間】 

○冬季休業 

【３学期授業期間】  

授業参観・学級懇談会 

個人懇談会（希望者のみ）   

修学旅行（６年）  

わくわくワークランド 

引き渡し訓練 

土曜参観・３０周年記念式典 

夏季休業前個人懇談会 

授業参観 

運動会 

花背山の家（５年） 

授業参観・懇談会 

冬季休業前個人懇談会 

授業参観（フリー） 

授業参観・学級懇談会 

卒業式 

４月10日(金） ～  ７月２２日(水) 

７月２３日(木) ～  ８月２５日(火) 

８月２６日(水) ～ １２月２４日(木) 

１２月２５日(金)～   １月５日(火) 

１月６日(水）  ～  ３月２４日(水） 

４月２２日(水) 

４月２８日(火)～５月７日(木) 

５月１１日(月)～１２日(火) 

５月２６日（火） 

５月２８日（木） 

６月６日（土）  代休日 ６月１２日（金） 

７月１０日(金)～１６日(木) 

９月１５日（火） 

１０月１５日（木） 予備日 １６日（金） 

１０月２７日（火）～１０月２９日（木） 

１１月１０日（火） 

１２月１５日（火）～１２月２１日（月） 

１月２７日（水） 

２月２５日（木） 

３月２３日（火） 

今年度の主な行事予定となります。授業実施期間及び長期休業期間は下記の通りとなりますので、よろしくお願

い申し上げます。やむを得ず変更する場合もあります。その際は、学校だよりでお知らせします。 

 

基本的に、この表をもとに計画をしていきます。行事等の兼ね合いで変更になることもあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、学用品

費等を援助する就学援助制度を設けています。 

※ 新１年生で入学前に申込みをされた方は、再度申し込む必要はありません。 

※ 様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の悪化がわかるものをご提出

いただくこと等により認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、学校にご相談ください。 

また、育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校に通う程度の障害があるお

子さんのご家庭に対し、学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励費制度も設けています。 

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。 

本校では、以下の企画推進委員会で活動を進

めています。保護者・地域住民をはじめ、どなたで

もご協力いただける方を募集しております。 

申し込み、お問合せ等ございましたら、学校まで

ご連絡をいただければ幸いです。 

※京都市教育委員会事務局 生涯学習部「学校運営協議会のしおり」より抜粋 

 

本校の学校運営協議会は、全国に先駆け、平成１７

年に設立しました。理事の方々をはじめ、委員の皆様、

地域の皆様の厚いご協力とご支援によって成り立っ

ております。 


